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神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の改正（案）について 

 

１ 改正の理由 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例（以下「条例」という。）では、水質汚濁防止法

（以下「水濁法」という。）に定める有害物質の排水基準と同一の基準（許容限度）を設けて

いるが、直ちに適応することが困難な一部の業種については、水濁法と同様に暫定排水基準を

定めている。 

国では、令和４年６月 30 日に適用期限を迎えるほう素及びその化合物（以下「ほう素」とい

う。）、ふっ素及びその化合物（以下「ふっ素」という。）並びにアンモニア、アンモニウム

化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物（以下「硝酸性窒素等」という。）の暫定排水基準につ

いて見直しを行い、旅館業における暫定排水基準の適用期限を当分の間に延長する等の改正を

行うことから、条例の暫定排水基準についても、水濁法に合わせて改正を行う。 

併せて、県内の電気めっき業の排水実態を踏まえて、暫定排水基準廃止の改正も行う。 

 

２ 改正の内容 

電気めっき業におけるほう素及びふっ素の排水に係る暫定排水基準を廃止して、一律排水基

準に移行する。 

温泉を利用する事業所におけるほう素の排水に係る暫定排水基準を500mg/Lから300mg/Lに見

直す（ふっ素については見直し無し）。また、暫定排水基準の適用期間について、これまで３

年間としてきたが、国（水濁法）の改正と合わせて、当分の間とする。 

なお、硝酸性窒素等については、条例施行規則の改正（平成 28 年７月１日施行）により暫定

排水基準を廃止し、一律排水基準を適用しているため、改正の対象外である。 

 

【条例施行規則の附則（平成14年神奈川県規則第43号） 改正案】 

７ 附則別表の左欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する事業所

に係る排水指定物質ごとの許容限度についての規制基準は、当分の間は、改正後の別表第９

の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の右欄に掲げるとおりとする。 

 

【同附則別表 改正案】（単位mg/L）             [現行]     [改正案] 

物質の種類 業種又はその他の区分 許容限度 

 

許容限度 

ほう素及びその化合物 

電気めっき業（乙水域に排水を排出する

ものに限る。） 
30 

一律排水基準 

に移行 

温泉を利用する事業所 500 300 

ふっ素及びその化合物 

電気めっき業（乙水域に排水を排出する

ものに限る。） 15 
一律排水基準 

に移行 

昭和49年12月1日において現に湧出し

ている温泉（自然に湧出しているもの

（掘削により湧出させたものを除く。以

下同じ。）を除く。）を利用する事業所 

30 （変更なし） 

昭和49年12月1日において現に湧出して

いる温泉（自然に湧出しているものに限

る）を利用する事業所 

50 （変更なし） 
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３ 施行日 

令和４年７月１日（水濁法に基づく暫定排水基準改正の施行日と同日） 

 

【参考１】一律排水基準（条例施行規則別表第９） 

物質の種類 

甲水域 

乙水域及び海域 
水質保全湖沼 

水質保全湖沼以外

の水域 

新設の

場合 

新設以外

の場合 

新設の

場合 

新設以外

の場合 

新設の

場合 

新設以外

の場合 

ほう素及びその化合物 ― 10 
乙水域 10 

海域  230 

ふっ素及びその化合物 ― 0.8 8 
乙水域  8 

海域   15 

※ 新設とは、昭和46年９月11日以後に設置された事業所をいう。（なお、県規則別表第10の１(４)に

規定する旅館業に属する事業所にあっては昭和49年12月１日以後に設置されたものをいう。） 

※「―」は、排出禁止を示す。 

※ 甲水域とは、飲料水としての水質の保全を必要とする水域として規則で指定する水域をいい、それ

以外を乙水域という。 

 

【参考２】対象物質の毒性（出典：環境省資料） 

 

 

 

 

ほう素：高濃度の摂取による嘔吐、腹痛、下痢及び吐き気などの症例が報告されている。 

また、ラットを用いた動物実験の結果、胎児の体重増加抑制が認められている。 

ふっ素：飲用水として過剰に摂取した場合に、斑状歯（歯の表面に斑状のシミや黄色又は褐色

の斑点ができる症状）が発生することが知られている。 


